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亀山市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱等の一部を改正する告示 

 

 （亀山市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正） 

第１条 亀山市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成１８年亀山市告示

第１１８号の４）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第４条、第６条関係） 別表（第２条、第４条、第６条関係） 

１ 障がい者等（治療方法が確立してい

ない疾病その他の特殊の疾病であって

法第４条第１項の政令で定めるものに

よる障害の程度が主務大臣が定める程

度である者（以下「難病患者等」とい

う。）を除く。以下同じ。）に給付す

る用具の種目等 

１ 障がい者等（治療方法が確立してい

ない疾病その他の特殊の疾病であって

法第４条第１項の政令で定めるものに

よる障害の程度が厚生労働大臣が定め

る程度である者（以下「難病患者等」

という。）を除く。以下同じ。）に給

付する用具の種目等 

［略］ 
 

［略］ 
 

［２ 略］ ［２ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱の一部改正） 

第２条 亀山市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱（平成１９年亀山市告示第

８０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲



げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

 （目的）  （目的） 

第１条 この告示は、地域生活支援事業

として、聴覚、言語機能又は音声機能

の障害のため、音声言語により意思疎

通を図ることに支障がある身体障害者

（以下「聴覚障害者等」という。）に

意思疎通支援（手話その他障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３

号）第７７条第１項第６号に規定する

主務省令で定める方法により聴覚障害

者等とその他の者の意思疎通を支援す

ることをいう。以下同じ。）を行う者

を派遣することにより、聴覚障害者等

の福祉の増進及び社会参加の促進を図

ることを目的とする。 

第１条 この告示は、地域生活支援事業

として、聴覚、言語機能又は音声機能

の障害のため、音声言語により意思疎

通を図ることに支障がある身体障害者

（以下「聴覚障害者等」という。）に

意思疎通支援（手話その他厚生労働省

令で定める方法により聴覚障害者等と

その他の者の意思疎通を支援すること

をいう。以下同じ。）を行う者を派遣

することにより、聴覚障害者等の福祉

の増進及び社会参加の促進を図ること

を目的とする。 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 


